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改
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改
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前

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
略
］

２

前
項
の
表
中
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
百
二
十
七
条
第
一

［
新
設
］

項
の
指
定
を
受
け
た
者
が
当
該
適
正
計
量
管
理
事
業
所
に
お
い
て
使
用
す

る
自
動
は
か
り
に
つ
い
て
、
法
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
検

定
証
印
の
有
効
期
間
の
満
了
の
年
月
を
表
示
す
る
場
合
の
様
式
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
定
を
行
っ
た
検
定

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
定
を
行
っ
た
検
定
機

機
関
等
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
り
検
定
証
印
の
下
に
検

関
等
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
り
検
定
証
印
の
下
に
検
定

定
を
行
っ
た
検
定
機
関
等
の
名
称
、
略
称
又
は
記
号
を
表
示
す
る
も
の
と

を
行
っ
た
検
定
機
関
等
の
名
称
、
略
称
又
は
記
号
を
表
示
す
る
も
の
と
す

す
る
。

る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


